
令和６年度介護報酬改定について
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追加資料
（後ほど市ウェブサ
イトに掲載します）
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① 特定事業所加算の見直し
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① 特定事業所加算の見直し

8



① 特定事業所加算の見直し
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介護保険最新情報Vol.1225
「「令和６年度介護報酬改定
に関するＱ＆Ａ（Vol.１）
（令和６年３月15 日）」の
送付について」（令和6年3月
15日）参照



② 介護予防支援の指定について
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② 介護予防支援の指定について
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介護予防支援事業所と地域包括支援センターとの関わり等について、現在検討中であるため、
本案件については後日、メールにて通知いたします。



③ モニタリングについて
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③ モニタリングについて
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介護保険最新情報Vol.1225
「「令和６年度介護報酬改定
に関するＱ＆Ａ（Vol.１）
（令和６年３月15 日）」の
送付について」（令和6年3月
15日）参照



④ 入院時情報連携加算の見直し
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④ 入院時情報連携加算の見直し
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介護保険最新情報Vol.1225
「「令和６年度介護報酬改定
に関するＱ＆Ａ（Vol.１）
（令和６年３月15 日）」の
送付について」（令和6年3月
15日）参照



⑤ 通院時情報連携加算の見直し
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⑥ ターミナルケアマネジメント加算・特定事業所医療介護連携加算の見直し
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⑥ ターミナルケアマネジメント加算・特定事業所医療介護連携加算の見直し
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⑦ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
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減算



⑦ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
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⑦ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
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介護保険最新情報Vol.1225
「「令和６年度介護報酬改定
に関するＱ＆Ａ（Vol.１）
（令和６年３月15 日）」の
送付について」（令和6年3月
15日）参照



⑧ 高齢者虐待防止措置未実施に対する減算の導入
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減算



⑧ 高齢者虐待防止措置未実施に対する減算の導入
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⑨ 身体的拘束等の適正化の推進
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⑩ ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化
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⑪ テレワークの取扱いについて
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⑫ 公正中立性の確保のための取組（割合説明）の見直し
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⑬ 介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬部分）
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⑭ 介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準部分）
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⑭ 介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準部分）

30

介護保険最新情報Vol.1225
「「令和６年度介護報酬改定
に関するＱ＆Ａ（Vol.１）
（令和６年３月15 日）」の
送付について」（令和6年3月
15日）参照



⑮ 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
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① 人員配置基準における両立支援について
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② 管理者の責務及び兼務範囲の明確化について
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④ 「書面掲示」規制の見直しについて
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令和６年度介護報酬改定に関する通知等

●既に発出されているもの
・令和６年度介護報酬改定の主な事項について（社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回））

（令和6年1月22日）資料１ ⇒ 本講習会資料1-3

・令和６年度介護報酬改定における改定事項について（社会保障審議会 介護給付費分科会（第239
回））（令和6年1月22日）参考資料１

・介護保険最新情報Vol.1213「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通
所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」
（令和6年3月15日）

・介護保険最新情報Vol.1225「「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３
月15 日）」の送付について」（令和6年3月15日）

●今後発出予定のもの
・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について



今後の流れ
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●加算の変更等に係る届出 ⇒ 近日中にメールにて周知予定

（１）提出期限

令和６年４月から算定する場合、令和６年４月１日（月）（予定）

（２）提出書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する進達書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 市ウェブサイトに掲載予定
・各種加算に関する届出書

●令和６年度介護報酬改定に係る質問事項

しばらくの間、電話での受付を行いません。
近日中にメールにてご案内するLoGoフォームより、ご質問ください。
質問内容を整理し、個別案件については事業所連絡先に、共通事項については市ウェブサイトに
掲載いたします。なお、厚生労働省からＱ＆Ａ等が発出された場合は、随時メールで送付し、市
ウェブサイトに掲載いたしますので、質問送付前にご確認ください。


